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東京圏からＵＩＪターンをして起業する方、事業承継する方を対象に 
「岐阜県地域課題解決型起業支援金」の交付希望者を募集します 

 

県では、東京圏からのＵＩＪターンの促進及び県内の担い手不足の解消を図るとともに、まちづくり、

地域交通支援、社会福祉などの各分野において、移住者の社会的起業による新たな視点を取り入れるこ

とで、地域経済の活性化を図るため、「岐阜県地域課題解決型起業支援金」により、東京２３区に在住

又は在勤する方が本県に移住し、地域の課題解決に取り組む起業、事業承継を支援します。 

このたび、令和４年度「岐阜県地域課題解決型起業支援金」の交付希望者の募集を開始しますので、

お知らせします。 

 

１ 「岐阜県地域課題解決型起業支援金」概要 

○ 補助対象者：以下の要件を全て満たす者（詳細は募集要項※１を参照） 

（１）移住 

・住民票を移す直前の１０年間のうち、通算５年以上、東京２３区に在住又は東京圏※２在住で 

東京２３区内へ通勤していた者で、住民票を移す直前に連続して１年以上、東京２３区内に

在住又は東京圏※２に在住し、東京２３区内への通勤をしていた者。 

ただし、東京圏※２に在住しつつ、東京２３区内の大学等へ通学し、東京２３区内の企業等へ

就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 

・起業支援金の交付決定時において、岐阜県内市町村に転入後１年以内となる見込みであること 

・岐阜県内市町村に転入後５年以上、継続して居住する意思がある者 

（２）起業又は事業承継 

・起業 

岐阜県内において、令和４年４月１日から１２月３１日までに、個人開業届出又は株式会

社等の設立を行い、その代表者として新たに事業を開始する者 

・事業承継 

岐阜県内において、令和４年４月１日から１２月３１日までに、Society5.0関連業種等の

      付加価値の高い産業分野※３における地域課題の解決に資する社会的事業に関する事業を、

      事業承継により実施する個人事業主又は株式会社等の代表者となる者 

 

 

 

 

 

※１募集要項：https://www.gpc-gifu.or.jp/topics/2021051101/index.asp（岐阜県産業経済振興センターホームページ） 

※２東京圏：東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法等で指定する条件不

利地域を除く） 

※３Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野：IoT、ロボット、人工知能（AI)、ビッグデータといった社会の在り

方に影響を及ぼす新たな技術を活用した事業を想定 

IoT、ロボット、人工知能（AI)、ビッグデータといった社会の在り方に影響を及ぼす新たな技術  

http://www.gpc-gifu.or.jp/topics/2020051201/index.asp（岐阜県産業経済振興セ


◯補助対象事業：・新たに起業する場合 

岐阜県内で実施する、地域の課題解決に資する社会的事業 

（まちづくりの推進、過疎地域等活性化など） 

・事業承継する場合 

Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野において、岐阜県内で実施す 

る、地域の課題解決に資する社会的事業 

◯補助対象経費：人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、 

旅費、マーケティング調査費、広報費、委託費 

◯補助対象期間：交付決定日（令和４年７月下旬）～１２月３１日 

◯補助率・補助上限：補助率 ２分の１以内、補助限度額 ２００万円 

◯補助件数：５件程度 

 

２ 応募方法 

◯応募期間：令和４年５月１３日（金）～６月２３日（木）【当日消印有効】 

◯応募方法：岐阜県産業経済振興センターホームページ(https://www.gpc-gifu.or.jp/topics 

/2022051301/index.asp)から申請用紙をダウンロードし、直接持参するか郵送で提出して 

ください。 

◯問い合せ・申し込み先： 

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 産業振興部総合支援課 

〒500-8505 岐阜市薮田南5-14-53  ＯＫＢふれあい会館10階 

TEL：058-277-1079    FAX：058-273-5961 

URL：https://www.gpc-gifu.or.jp   E-mail：sien@gpc-gifu.or.jp 

◯選考方法：書類審査を行います。 

 

３ その他 

 起業支援金の交付決定を受けた方は、あわせて東京圏から移住した方に支給される移住支援金（（世

帯：最大１００万円（１８歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、１８歳未満の者一人につき最大

３０万円を加算）、単身：最大６０万円）も受給することができます。詳細は、転入先の各市町村の窓

口（移住定住担当課）にお問い合わせください。 

＜参考：移住支援金の概要＞ 

次の１～４のすべてに該当し、５～９のいずれかに該当する方が対象です。１８歳未満の家族の加算を

申請する場合は、令和４年４月１日以降に転入し、申請日が属する年度の４月１日時点で当該世帯員が１

８歳未満であることを満たしている必要があります。 

 １．住民票を移す直前の１０年間のうち、通算で５年以上、東京２３区に在住または東京圏（条件
不利地域を除く。）在住で２３区に通勤していた者 

２．住民票を移す直前に、連続して１年以上、東京２３区在住または東京圏（条件不利地域を除
く。）在住で２３区に通勤していた者 

３．通学期間を移住元の期間とする場合は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつ
つ、東京２３区内の大学等へ通学し、東京２３区内の企業等へ就職した者であること。 

４．転入後３ヶ月以上１年以内である者  
５．都道府県が公開するマッチングサイトに掲載された中小企業などに就業した者【就業（一
般）】 

６．岐阜県プロフェッショナル人材確保事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッ
チング事業を利用して移住及び就業した者【就業（専門人材）】 

７．所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の
本拠とし、移住元での業務を引き続きテレワークで行う者【テレワーク】 

８．移住前から移住先の地域や地域の人々と関わりを有しており、移住先の市町村が本事業におけ
る関係人口として定めた要件に該当する者（要件は市町村によって異なる場合があります。）
【関係人口】 

 （ア）当該市町村内の法人等に就業、または当該市町村内で起業する方 
 （イ）法人、団体又は個人から、地域との関わりを有するとして推薦された方 
 （ウ）県又は市町村が実施する移住定住施策への協力の意思のある方 
９．地域課題の解決に資する事業を起業した者（岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金の交
付決定を受けた者）【起業】 

 


